
京都府内の、過去10年間に職場で発生した休業4日以上の熱中症による労働災害141件
（人）を分析したところ、約82％が、7月、8月に集中しています。
重点取組期間に向けて、職場での熱中症を予防するための取組に努めましょう︕

（R7.5）
京都労働局・労働基準監督署

― 熱中症予防対策の徹底を図りましょう―

令和７年 STOP︕熱中症

職場における熱中症の発生状況（京都府内、休業4日以上、確定値）
＜平成27年～令和６年＞

およそ３人に１人は
屋内で発生しています。
特に食料品製造工場、
配送センター、倉庫内
で多く発生しています。
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⇒ 次ページの記載事項に今から取り組みましょう。

資料１

重 点 取 組 期 間 （ ７ 月 ） に す べ き こ と
１ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じて対策を追加。
２ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底。
３ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底。
４ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加、体調不良の者が発生
したときの初期対応の徹底。

５ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施。
６ 体調不良の者に異常を認めたときは、重篤化防止のための体温低減措置を講
じ、躊躇することなく救急隊を要請。



熱中症対策強化のため労働安全衛生規則が改正され、
令和７年６月１日から施行されます。

職場における熱中症による死亡災害の傾向は、ほとんどが「初期症状の
放置・対応の遅れ」であったことから、現場において、重篤化の防止、
死亡に至らせない適切な対策の強化が必要です。
詳細は、厚生労働省HP「職場における熱中症予防情報」


